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○ 財政投融資の対象事業を行う独立行政法人等に対し、公的資金の貸し手としての

視点から、①財政投融資の対象事業にふさわしい政策的意義、②財務の健全性・償

還確実性、③資金の適正な執行などの実態について実地に確認し、必要に応じて改

善を求めている。

○ 平成２６事務年度からは、「財政投融資を巡る課題と今後の在り方について」（平成

26年6月財政投融資分科会）を踏まえ、内部統制やリスクコントロールにも焦点を当て

るとともに、 官民ファンド等の産業投資対象機関に対しては、ガバナンス機能の実態

確認に重点を置いた監査等を実施している。

【 実施状況 】

平成２９事務年度（平成２９年７月～平成３０年６月）は、以下の３機関に対して実施。

法人等実地監査の概要及び実施状況

平成２９事務年度 （参考）平成２８事務年度

・(独)国立病院機構

・(株)海外交通・都市開発事業支援機構

・食料安定供給特別会計（国営土地改良事業勘定）

・(独)地域医療機能推進機構

・(株)民間資金等活用事業推進機構

・(独)水資源機構
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① 独立行政法人 国立病院機構 （平成18事務年度、平成24事務年度に続き３回目の監査）

各機関の監査結果の概要①

検証項目 改善・検討等を求めた事項

機構の財務状況及び病院に対する本部の経営指導等

経営改善に向け
た取組

・ 28年度決算において86病院が経常赤字となり、法人としても機構発足後初めて経常赤字となって
いる。このような中、27年度に72病院、28年度に97病院が経営改善計画を作成しているが、計画未
達成の病院が多く、また、監査を実施した５病院において、その実現可能性、妥当性について、事
前・事後の検証が十分に行われていない事例等を認めた。
・ これに関し、各病院が30年度計画を策定するに当たっては、これまでの計画達成状況等を踏まえ、
その実現可能性、妥当性について、十分な検証を行うとともに、本部等による進捗管理を強化するな
ど、計画達成に向けた取組の着実な実施に努めることを求めた。
・ 更に、今後、経常赤字を恒常化させないためにも、施設整備等については緊要性等を踏まえた投
資規模とすることや、収益に見合った適正な人員管理、後発医薬品の使用促進及び調達の効率化
等への取組について検証を行い、平成31年度からの次期中期目標・計画策定において、具体的か
つ実効性のある目標・計画を定めるよう、検討を求めた。

地域医療構想
への対応

・ 地域医療構想を踏まえ、機構の各病院が安定した経営の下でその役割を担うため、機構自らが地
域医療構想調整会議での議論を時にはリードし、それを梃子にして、地域ニーズに合致した病床機
能の転換や連携強化等を進めていくことが望まれる。

業務の適正な執行 ・ 医業未収金（患者負担分）に関し、２年以上の長期にわたり督促が行われていない等の事例を認め
たことから、適正な事務が行われるよう周知徹底を図ることを求めた。
・ 機構本部の契約手続きにおいて、規程で定められた期限までに官報公示が行われなかった等の事
例を認めたことから、機構内で周知徹底して再発防止に努めることを求めた。

○ 全国で142病院（平成29年10月1日現在）を運営しており、
当該病院に係る老朽施設の建替整備等の建物整備、又
は医療機器等整備が財投対象。

事業規模
（29年度計画）

財政融資
（29年度計画）

財投残高
（28年度末）

695億円 558億円 4,379億円

― 3 ―

―  ―0123456789



各機関の監査結果の概要②

検証項目 改善・検討等を求めた事項

モニタリング結果の
評価・検討について

・ 内部規程に基づき定期的にモニタリングを実施し個別案件ごとに評価を行っているが、当該評価

の判断基準は定性的なものに留まっているほか、評価結果等を踏まえた事業の見直しや支援撤退
の検討などの判断基準が明確になっていない。また、評価の決定プロセスについて、当該評価の結
果が変更された場合であっても変更理由等が記録されていないため、事後の検証が困難となってい
る。

機構の投資の財源として国が出資をしていることを踏まえれば、案件の政策的意義を考慮しつつ
も事後検証可能な客観性を持った判断基準や評価決定プロセスとする必要があることから、モニタ
リングに係る判断基準の明確化及びモニタリング結果の評価決定プロセスについて検討していくこと
を求めた。

ポートフォリオ管理
について

・ 機構は、事業実施期間を通じて為替リスクに晒されているが、将来の為替変動による為替リスクを
軽減するための手法等については検討されていないため、機構の投資収支評価に合わせてリスク
を把握し、当該リスクの軽減を図る仕組みについて検討することを求めた。

・ ポートフォリオについて、国別、セクター別、通貨別にその残高を管理し、投資収支の評価を行うこ
ととしているが、結果としての残高管理にとどまっていることから、機構全体のリスク量を把握し、
ポートフォリオを適時適切に見直すことが可能な仕組みについて検討していくことを求めた。

業務の適正な執行 ・ 業務委託契約について、契約締結に係る決裁完了日より前の日付を契約締結日としていることを
確認したことから、事務の適正な執行を確保する観点から、契約締結日を決裁完了日以降とするな
どの改善を求めた。

② 株式会社 海外交通・都市開発事業支援機構 （初回監査）

○我が国に蓄積された知識、技術及び経験を活用し、我が
国事業者とともに海外の交通インフラ・都市開発事業を行
う現地事業体に出資し、ハンズオン支援を行う（平成26年
10月20日設立）。

事業規模
（29年度計画）

産業投資
（29年度計画）

財投残高
（28年度末）

1,226億円 649億円 190億円

（※）政府保証488億円（29年度計画）
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③ 食料安定供給特別会計（国営土地改良事業勘定） （平成23事務年度に続き２回目の監査）

各機関の監査結果の概要③

（参考）法人等実地監査における監査フロー図

実施計画・
実施通知

事前準備
①

監 事

ヒアリング

事前準備
②

往 査
監査結果
の整理

結果通知 トップ面談 回 答

〈年間計画〉

毎年７月頃策定

・資料/情報収集

・着眼点/監査

項目の抽出

・監査報告の内容

・経営、業務に対

する問題意識

等

・事前質問

・資料徴求

・着眼点/監査

項目の確認

・ヒアリング

・内部統制の確認

・文書等の

確認/照合

等

・要改善事項の検討

・監査結果通知（案）

の作成

・機関の長

・主務省庁

・改善/対応策

の回答を受領

・改善に向けた

問題意識の

共有

・意見交換

〈個別計画〉

・日程調整

・実施通知
監事等との意見交換（監査の1年後を目途に実施）

監査結果のフォローアップ（改善／対応策の実施状況をオフサイトで確認）

財投計画への反映／事務・事業の見直し

検証項目 改善・検討等を求めた事項

事業の適正な執
行

・ 「無権原用地」（事業により設置した施設に必要な権利（区分地上権等）について、事業完了時までに設
定等の手続きが完了しなかった土地等）への対応については、地権者の相続問題等により、複数の農政
局において、平成20年度以降、処理が進んでいない。
農林水産省は、現在、無権原用地の詳細な調査やアクションプランの実施など、無権原用地の解消に向
けた取組を進めているが、こうした状況を踏まえ、取組の効果が早期に発揮されるよう、本省が各農政局
の状況等に応じた指導を徹底するなど、農林水産省全体として無権原用地の解消に向けた取組を着実に
実施していくことを求めた。

○ 土地改良法に基づく国営土地改良事業のうち都道府県
負担分について借入金により事業実施する地区で、平成
10年度以前に新規着工し、平成19年度末までに工事が完
了していない地区が財投対象。

事業規模
（29年度計画）

財政融資
（29年度計画）

財投残高
（28年度末）

285億円 25億円 472億円
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２ 地方公共団体に対する実地監査
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割合(Ｂ/Ａ) 割合(Ｃ/Ｂ)

上 水 道 事 業 1,240 33,305 136 11.0% 0 0.0%
下 水 道 事 業 2,823 85,953 205 7.3% 1 0.5%
病 院 事 業 789 22,475 67 8.5% 3 4.5%
合 計 ( ３ 事 業 ) 4,852 141,733 408 8.4% 4 1.0%

割合(B/A) 割合(C/B)

都道府県 ･政令市 67 197,396 9 13.4% 2 22.2%
市 ･ 特 別 区 794 219,941 130 16.4% 2 1.5%
町 村 927 51,401 101 10.9% 6 5.9%
一 部 事 務 組 合 656 13,437 16 2.4% 1 6.3%
合 計 2,444 482,175 256 10.5% 11 4.3%

【注１】一部事務組合とは、複数の地方公共団体がその事務の一部を共同で行うために設ける組合。
【注２】「改善報告を求めた先」の11先については、P12「貸付資金の使用状況等（適債性）の監査における指摘事例」に詳細を記載。

公営企業の
経営状況

貸付資金の
使用状況等
（適債性）

監査内容

監査内容 区 分

【注１】本表は、全公営企業8,534先の内、実地監査の対象事業かつ平成28年度末に財政融資貸付残高を有する公営企業について掲載。（総務省「地方公営企業年鑑」平成28年度決算値）
【注２】上水道事業は｢末端給水事業｣、下水道事業は｢公共下水道｣｢特定環境保全公共下水｣｢農業集落排水施設｣について監査を実施。
【注３】実地監査は、公営企業の経営悪化等の状況を踏まえ、平成20年度から公営企業の経営状況把握に重点をシフト。平成26年度から監査手法の充実を図り、事前のモニタリングで債務償還能力等に問題が
　　　あると認められた優先対象先に対して監査を実施。

企業数（A）

団体数（A）
財政融資資金残高

（億円）

財政融資資金残高
（億円）

監査実施企業数（B） 改善報告を求めた先（C）

区 分
監査実施団体数（B） 改善報告を求めた先（C）

○ 全国の財務局・財務事務所等の資金実地監査官等が、財政融資資金の貸付先である地方公共
団体を定期的に監査（地方監査）し、資金の使用状況及び事業の成果、公営企業の経営状況等
の実態を実地で確認し、必要に応じて改善を求めている。

○ 平成26年度から監査手法を見直し、損益実績だけでなく、キャッシュフローと債務残高（債務
償還能力）を分析・評価し、中長期的視点からの財務分析やアドバイス機能を充実させている。

○ 平成28年度から本省実地監査官と財務局が連携することで、地方監査の充実を図っている。

≪平成29年度 実施状況≫

地方公共団体に対する実地監査の概要及び実施状況

割合(B/A) 割合(C/B)

上 水 道 事 業 1,240 33,305 136 11.0% 0 0.0%
下 水 道 事 業 2,823 85,953 205 7.3% 1 0.5%
病 院 事 業 789 22,475 67 8.5% 3 4.5%
合 計 ( ３ 事 業 ) 4,852 141,733 408 8.4% 4 1.0%

割合(B/A) 割合(C/B)

都道府県 ･政令市 67 197,396 9 13.4% 2 22.2%
市 ･ 特 別 区 794 219,941 130 16.4% 2 1.5%
町 村 927 51,401 101 10.9% 6 5.9%
一 部 事 務 組 合 656 13,437 16 2.4% 1 6.3%
合 計 2,444 482,175 256 10.5% 11 4.3%

【注１】一部事務組合とは、複数の地方公共団体がその事務の一部を共同で行うために設ける組合。
【注２】「改善報告を求めた先」の11先については、P12「貸付資金の使用状況等（適債性）の監査における指摘事例」に詳細を記載。

公営企業の
経営状況

貸付資金の
使用状況等
（適債性）

監査内容

監査内容 区 分

【注１】本表は、全公営企業8,534先の内、実地監査の対象事業かつ平成28年度末に財政融資貸付残高を有する公営企業について掲載。（総務省「地方公営企業年鑑」平成28年度決算値）
【注２】上水道事業は｢末端給水事業｣、下水道事業は｢公共下水道｣｢特定環境保全公共下水｣｢農業集落排水施設｣について監査を実施。
【注３】実地監査は、公営企業の経営悪化等の状況を踏まえ、平成20年度から公営企業の経営状況把握に重点をシフト。平成26年度から監査手法の充実を図り、事前のモニタリングで債務償還能力等に問題が
　　　あると認められた優先対象先に対して監査を実施。

企業数（A）

団体数（A）
財政融資資金残高

（億円）

財政融資資金残高
（億円）

監査実施企業数（B） 改善報告を求めた先（C）

区 分
監査実施団体数（B） 改善報告を求めた先（C）
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図１

図４

監査実施企業の経営状況等

【経費回収率等】 【上水道事業の「料金回収率」、下水道事業の「経費回収率」】

【病院事業の病床利用率と医業収支比率】 【上水道事業の「規模別」料金回収率】

図２

図３
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１．概要

病院事業における連携監査①

○ 平成28・29年度の２ヶ年度にわたり各財務局１事業を対象に、都市部と過疎地域、県立と市立、単独自治
体企業と企業団、指定管理者といった地域性や経営形態などの視点から監査先を選定。

○ 債務償還能力の分析・評価に加え、事業管理者や病院長といった経営幹部と医療圏全体の課題を踏まえた
当該病院の役割・取組などについて意見交換を実施し、課題やその解決に向けた取組について監査先と幅広
く認識を共有。

地域医療構想や新公立病院改革プランにより検討される病床機能の再編や経営形態の見直し等が、
今後の病院事業の経営に大きな影響を与える可能性があることを踏まえ、医療系の独立行政法人に対
する監査のノウハウを持つ本省実地監査官が財務局と連携し監査（連携監査）を実施。

実施の背景

具体的事例

○ 保健・医療・介護・福祉の連携・統合を進め、病院事業の下にそ
れらの機能を集約するとともに、行政当局や地域住民の理解と協力
を得ることで、地域全体で支え合う地域包括ケアシステムが機能し
ている。

○ 市町村合併により複数病院を運営することとなったが、病院間の
効果的な役割分担と病床機能の再編が進んでいない。

○ 周辺病院が再編・統合により大規模化する中で、地域密着型の中
規模病院として、近隣の大規模病院にはない診療科の運営や病床機
能の転換等により、特色ある医療の提供に努めている。

○ 地域において、地域医療構想等を踏まえた医療
機関の役割分担や連携強化、病床機能の転換等に
ついてどのような検討や取組が行われているか。

○ 各病院において、地域における自らの役割や地
域のニーズを踏まえた医療機能等の提供や検討が
行われているか。また、急性期から回復期への病
床機能の転換等を検討するにあたり、地域の医療
機関との連携や地域住民の理解は十分か。

今後の監査の視点

２．監査で把握した主な課題・取組事例と今後の監査の視点

（１）病院間の役割分担と病床機能の再編等
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具体的事例

○ 地方公営企業法の全部適用（全適）により公営企業の経営権限が拡
充されるが、単独地方公共団体の企業では、職員の採用や給与体系が
団体全体の人事に左右されるなど制度が必ずしも十分に活用されてい
ない事例が多くみられた。そうした中、同じ全適であっても複数団体の病
院事業を各団体から独立して共同で営む企業団においては、独自の給
与体系により人件費を抑制し経営改善が図られている事例がみられた。

○ 指定管理者制度を採用している病院の経営状況が良好でない場合
に、指導や助言を行う際の判断指標等について明確な基準を定めて
いないなど、病院事業当局の指定管理者に対する監督状況に課題が
あった。

病院事業における連携監査②

３．平成30年度以降の病院事業監査の充実に向けて

○ 平成30年度においては、連携監査を通じて把握した上記のような課題や取組事例、今後の監査の視点等を
取りまとめてフィードバックし、財務局等が単独で行う監査において活用するとともに、更なるアドバイス
機能の充実を図る。

○ 全適の場合、人事等において病院事業の権限が
拡充されることとなるが、病院経営にあたって、
経営管理部門がそれらの制度を効果的に活用して
いるか。

○ 病院事業当局が経営に直接関与しない指定管理
者制度を採用している場合、指定管理者に対する
管理運営状況の点検・評価体制など、ガバナンス
機能が有効に発揮されているか。

具体的事例

○ 限られた人員により業務を行っている中、概ね適正に管理・督促
されているが、以下の課題もみられた。
・ 委託業者との連携が十分でないため初期対応が遅れている。
・ 帳票類が一元管理されていないため、管理・督促が非効率。
・ 事務実態に即した未収金マニュアルの作成が必要。

○ 一部の病院では、管理・督促が手付かずの状態であるため、毎月
通院しているにもかかわらず複数年未納がある患者や、家族で未納
となっているなどの事例があった。

○ 未収金管理においては、発生させないこと、発
生した場合はなるべく早期に対応することが重要
となるが、必要な態勢がとられているか。

（２）経営形態等

（３）医業未収金（患者負担分）の管理・督促状況

今後の監査の視点

今後の監査の視点
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上水道事業の監査について
上水道事業については、人口減少に伴う水需要の減少等による料金収入の減少や、施設の老朽化が

進行しているにもかかわらず更新（設備投資）が進んでいないといった課題から、将来的に経営状況の
悪化が懸念されている。これを踏まえ以下の取組を実施。当該取組は平成30年度も引き続き実施。

１．財務局の取組：監査の重点化

債務償還能力の分析・評価に加え、以

下の点を重点的に確認。

○ 施設や管路の更新投資の見通しと、

それを踏まえた料金設定の見直し等財

源確保に係る検討状況。

○ 広域連携や官民連携等に係る検討状

況や特徴的な取組。

２．本省の取組：財務局との連携監査の実施

○ 本省においても実態を把握する観点から連携監査を実施。経営幹部との意見交換等を通じて、広域連携・
官民連携などに係る検討状況や特徴的な取組などについて重点的にヒアリング。

○ 平成29年度は広域化や包括民間委託に取り組んでいる２団体（関東及び近畿局管内）の監査を実施し、そ
の実態把握に努めるとともに、課題とその解決に向けた取組について、監査先と幅広く認識を共有。

○ 今後２年間かけて他の８財務局においても実施し、病院事業と同様、今後の監査の視点等を取りまとめて
フィードバックする予定。

課題 対応等

○ 更新投資の増大が見込まれる

一方、単年度に確保できる財源

や事業規模に限りがある。

○ 人口減少に伴う水需要の減少

等により料金収入が減少する一

方、更新投資の増加に伴う減価

償却費の増加等により、損益が

悪化傾向。

○ 適切なアセットマネジメントにより事

業規模を平準化するとともに、施設等の

統廃合等により更新投資費用を削減し、

将来の維持管理費用も軽減。

○ 更新投資費用等を踏まえた料金改定の

実施。

○ 上記の取組を効果的に実施するため、

設備投資や業務運営について、広域連携

や官民連携等の活用を検討。

○ 平成29年度より上水道事業の全監査件数に占める割合を引き上げ、監査の充実を図った。
・ 平成28年度：監査実施企業全414企業中66企業、15.9％ ⇒ 平成29年度：同408企業中136企業、33.3％

主な着眼点 主な監査結果
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（事例１）対象外事業費である備品類の混入による借入超過

○ 過疎対策事業として実施した乳児保育所建設事業について、起債

対象外事業費である備品類が混入していたため、借入限度額を超過

していた事例。

※ 起債の対象となる備品は、原則として一品当たりの取得価格が

20万円以上であって、かつ耐用年数が５年以上のもの。

（地方債同意等基準運用要綱）

【措置別】

【事由別】

事業費の過大計上

対象外事業費の混入

４団体

４団体

１団体

１団体

１団体

５団体

繰上償還文書注意

５団体

１団体

事後承認

貸付資金の使用状況等（適債性）の監査における指摘事例

控除財源の過少計上

内部検証体制の不備

使用管理が不適切

（事例２）事業費の過大計上による借入超過

○ 港湾整備事業について、事業計画の変更により事業費が減少して

いたにもかかわらず、減少前の事業費のまま借入申込みを行ったた

め、借入限度額を超過していた事例。

（事例３）控除財源（交付金）の過小計上による借入超過

○ 緊急防災・減災事業として実施した中学校校舎の耐震化事業につ

いて、借入申込書に記載のあった交付金額が、実際の交付金額より

も過少に計上されていたため、借入限度額を超過していた事例。

※ 上記のような不適切な借入については、文書注意や繰上償還等の措置を講じている。

≪平成29年度の改善報告を求めた11先の内訳≫
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３ 参考資料
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平成２８事務年度の法人等実地監査結果のフォローアップ

指摘事項 対応状況

【規程類の整備状況】

・ マニュアルなど会社運営に関する詳細事項等を定め
た「要領等」については、機構が定めた「規程類管理規
程」の規定により、「規程類管理要領」を定めて指定す
ることとしているが、「規程類管理要領」が定められてい
ない。

これに関し、「規程類管理要領」を定めて指定を行う
こと。

・ 規程類管理規程に基づく「規程類管理要領」を新たに
制定するとともに、全職員による社内共有を図っている。

【業務の適正な執行状況】

・ 秘密保持契約の締結に関し、契約締結に係る稟議書
の決裁日前に契約を締結している案件を確認した。

これに関し、契約締結日については、契約締結に係
る稟議書の決裁日以降とすべきであり、また、秘密保
持契約などにおいて効力発生日を遡及させる特段の事
情がある場合には、契約書に遡及条項を置くなど、適
正な事務運営の確保に努めること。

・ 契約締結に係る適正な事務運営を確保することを徹
底するよう、社長より全職員に対して指示を行った。

また、全職員向けの研修等の機会を通じて継続的に
注意喚起している。

株式会社 民間資金等活用事業推進機構
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平成２８事務年度の法人等実地監査結果のフォローアップ②

指摘事項 対応状況

【長期収支の見通し】

・ 長期収支見通しを単一の前提条件の下で作成してお
り、金利変動をはじめ収支に影響を与える要因を考慮
していない。

これに関し、長期収支見通しの作成にあたっては、収
支に影響する変動要因を考慮した複数の前提条件の
下でその妥当性について検証を行うこと。

・ 長期収支見通しの作成に当たっては、金利変動をは
じめとした収支に影響する変動要因を考慮した複数の
前提条件の下でその妥当性を定期的に検証することと
した。また、平成３０年度から始まる第４期中期目標期
間における積立金の取崩について、当該検証結果を踏
まえた検討を行った。

【業務の適正な執行状況】

・ 土地等売買契約の締結に関し、契約締結に係る決裁
文書の決裁日前に契約書を手交している案件を確認し
た。

これに関し、契約事務については、内部規程に基づ
いた適正な事務手続きを機構内で周知徹底するほか、
必要に応じて規程を見直すなどにより、再発防止に努
めること。

・ 適正な事務手続きについて、各事務所長等あてに「用
地補償業務に係る契約決議等の適正な執行について」
と題した文書により通知するとともに、その後に開催さ
れた支社支局長等会議及び経理事務担当課長会議等
において、機構内での周知徹底を図ったほか、以降も、
各種会議等において継続的に周知を図っている。

また、契約事務について、９事業所において本社によ
る書面調査を実施した。

独立行政法人 水資源機構
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１．病棟等の建替え（病院）

連携監査（病院・上水道）で把握したその他の課題や取組事例

○ 資材高騰等により建替事業費が当初計画から増大
する傾向にある中、医業収益確保策の実効性等、収
支計画の妥当性についての検証が重要となる。

○ 特に都市部における現地建替えでは、病棟の一時
閉鎖や駐車場の減少等が避けられない場合もあり、
医業収益が減少するリスクが大きくなる。

○ 新病院移転前後における入院患者抑制や医療機器
の更新等について、医業収益への影響も踏まえ、経
営管理部門と医療現場との十分な連携の下で検討す
る必要がある。

○ 医師の確保は、ほぼ全ての監査先において課題と
なっている。そのため、医局との関係構築や魅力あ
る医療現場の実現に努めている。

○ 一方、常勤医師不足への対応として、非常勤医師
の確保を図っているが、単価として割高であるほか、
勤務日数が限られることや入院患者を受け持てない
ことなど、医療提供面の課題を有している。

○ ICUやHCUを設置したものの、必要な看護師を確保
できず、施設が有効活用されていない。

○ 広域化により、各団体単独の場合よりも安定した
経営基盤を確立するとともに、各団体の行政区域に
縛られずに施設等の再編が可能となることで、老朽
化した施設等の更新や余剰施設の解消といった課題
を効率的に解決していくことを図っている。

○ 一方で料金統一を実施するにあたり、各構成団体
や利用者との合意形成に向けた丁寧な調整・説明等
が重要となっている。

○ 更新投資の拡大を図る一方、職員数も削減するこ
とから、工事発注等業務の効率化が課題となってお
り、官民連携の活用が検討されている。

○ 経営管理部門の事務職員の多くが地方公共団体本
体の人事異動サイクルに組み込まれ短期間で異動す
るため、病院経営に精通した職員の確保が課題と
なっている事例が多い。

○ 病院長との意見交換においても経営管理部門の充
実が課題であるとの声が多くあった。

○ 病院経営に精通した職員を確保し経営分析を充実
することで、収益確保や費用削減による経営改善に
繋げていた事例があった。

４．広域化（上水道）３．医師等の確保（病院）

２．経営管理（病院）

― 16 ―

―  ―0123456789


